
 
 

 

港

区

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
港

区

議

会

委

員

会

条

例

（

昭

和

五

十

八

年

港

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

第

一

号

中

「

区

役

所

改

革

推

進

本

部

に

関

す

る

事

項

、

」

を

削

り

、

「

（

総

合

経

営

部

」

を

「

（

企

 

画

経

営

部

及

び

総

務

部

」

に

、

「

並

び

に

総

合

経

営

部

」

を

「

並

び

に

企

画

経

営

部

、

総

務

部

」

に

改

め

、

同

 

条

第

二

号

中

「

子

ど

も

支

援

部

」

を

「

子

ど

も

家

庭

支

援

部

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

環

境

・

街

づ

く

り

 

支

援

部

」

を

「

街

づ

く

り

支

援

部

」

に

改

め

、

同

条

第

四

号

中

「

防

災

・

生

活

安

全

支

援

部

」

を

「

環

境

リ

サ

 

イ

ク

ル

支

援

部

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

港

区

議

会

委

員

会

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

 

 

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

る

総

務

常

任

委

員

会

、

保

健

福

祉

常

任

委

員

会

、

建

設

常

任

委

員

会

及

び

区

民

文

 

 

教

常

任

委

員

会

の

委

員

長

、

副

委

員

長

及

び

委

員

（

以

下

「

旧

委

員

等

」

と

い

う

。

）

で

あ

る

者

は

、

そ

れ

 

 

ぞ

れ

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

議

会

委

員

会

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

る

 

 

総

務

常

任

委

員

会

、

保

健

福

祉

常

任

委

員

会

、

建

設

常

任

委

員

会

及

び

区

民

文

教

常

任

委

員

会

の

委

員

長

、

 

 

副

委

員

長

及

び

委

員

に

な

る

も

の

と

し

、

そ

の

任

期

は

、

旧

委

員

等

の

残

任

期

間

と

す

る

。

 

３

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

旧

条

例

の

規

定

に

よ

る

総

務

常

任

委

員

会

、

保

健

福

祉

常

任

委

員

会

、

建

 

 

設

常

任

委

員

会

及

び

区

民

文

教

常

任

委

員

会

に

お

い

て

審

査

中

の

事

件

に

つ

い

て

は

、

新

条

例

の

規

定

に

よ

 



 

り

そ

の

事

件

を

所

管

す

る

こ

と

と

な

る

総

務

常

任

委

員

会

、

保

健

福

祉

常

任

委

員

会

、

建

設

常

任

委

員

会

及

 

 
び

区

民

文

教

常

任

委

員

会

に

そ

れ

ぞ

れ

付

託

さ

れ

た

事

件

と

み

な

す

。

 


